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○
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安
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の
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告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
五
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

高
齢
者
居
室
等
整
備
資
金
及
び
重
度
心
身
障
害
者
居
室
等
整
備
資
金
貸
付
事
業
に
係
る
貸
付
金
の
元
利

償
還
金
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
を
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成
三
十
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四
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一
日
に
次
の
者
に
委
託
し
た
。
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一	　

受
託
者　

甲
府
市
北
新
一
丁
目
二
番
十
二
号　
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会
福
祉
法
人
山
梨
県
社
会
福
祉
協
議
会

二　

委
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の
期
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平
成
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四
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日
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で
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号
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林
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昭
和
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六
年
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律
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二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
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第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。
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一	　

保
安
林
の
所
在
場
所　

笛
吹
市
芦
川
町
鶯
宿
字
里
道
二
二
五
五
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。）

二　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

1　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
里
道
二
二
五
五
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

2
	　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

3
	　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

4　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

笛
吹
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）
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告

◉　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て

　

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十

五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
そ
の
他
の

国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。
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一　

随
意
契
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に
係
る
役
務

　

㈠　

名
称　

山
梨
県
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
維
持
管
理
業
務

　

㈡　

数
量　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

　

㈠　

名
称　

山
梨
県
総
務
部
情
報
政
策
課

　

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三	　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
三
十
年
四
月
一
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方

　

㈠	　

名
称　

日
本
電
気
株
式
会
社

　

㈡	　

住
所　

東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
七
番
一
号

五　

契
約
金
額　

三
千
二
百
八
十
九
万
六
千
八
百
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七	　

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由　

山
梨
県
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
の
開
発
業
務
の
受
託
者
で
あ

る
た
め
（
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
該
当
）。
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